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はじめに  

  

医療機関が、患者さんに安心な療養環境を提供し、職員

も安心して働くことができる環境を整えることは、質の高

い医療サービスを提供する上で、重要な要素である。 

 

医療は医師を含めた職員と家族を含めた患者さんとの信

頼関係の上に立って行う共同作業である。にも関わらず関

係が崩れ院内暴力は発生する。暴力を予防し安全管理体制

を整備、確立して対応を考えることは院内の職員と患者さ

んの安全を守るために必要である。 

 

院内暴力の事例は多く、対応も千差万別である。そこで

現場の声を反映しながら職員向けに「目で見る 院内暴力

対策」を作成した。日頃から本書を参考にし、発生したら

よく考え、臨機応変に対応していただきたい。ポケットに

携え活用していただければ幸いである。 
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１．院内暴力はなぜおきるか 

 

 

 

 

・ささいなことが引き金となる 

・苦しみやつらさが暴言の表現となる 

・自己本位の要求が、他人に対して強

くなり暴言・暴力行為となる。 

・患者のうっ積が相手を屈服させたい

という自己満足に基づく欲求となり

職員や病院に対して謝罪要求・脅迫と

なる。 
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２．暴力の発生状況 
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３．暴力の種類 

他の人や病院・施設に対して力を使っ

て身体的、性的、精神的な危害をおよ

ぼすもの。 
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４．精神的暴力 

１）言葉の暴力 

個人の尊厳や価値を言葉によって傷つ

けたり、おとしいれたり、誠意や思い

やりを欠く行動 

 

 

 

 

 

 

ふざけるな 

ばかやろう 

てめえ！ 

院長だせ！ 

土下座しろ 

誠意みせろ 

あやまれ！ 
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２）セクシャルハラスメント 

意にそわない性的誘いかけや好意的態

度の要求など、性的な嫌がらせ行為。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
今日ひま？ いい体しているね 

  

胸が大きいね 彼氏いるの？ 
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セクシャルハラスメントを受けたら 

• 「やめてください」と相手に伝える 

• 発生した日時、内容、加害者などに

ついて記録しておく 

• 我慢せず、同僚・上司に相談する 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

触るな 

近づくな 

密室にするな 
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３）ストーカー行為 

同一の者に対し「つきまとい」などを

反復して行うこと 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
僕の○○ 

ちゃん・・・ 
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５．被害にあったらすぐに 
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レベルⅠ 

暴言・ハラスメント 
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レベルⅡ 

脅迫・暴力行為・器物破損 
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レベルⅢ 

治療を要する傷害
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レベルⅣ 

重大な後遺症が残る 
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レベルⅤ 

生死に関わる傷害 
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１.対応の基本 

パーソナルスペース

を確保する 

攻撃的な状態では、「観察可能」「交渉

可能」「殴る、蹴るなどの攻撃を受けな

い距離」として、腕２本分程度のスペー

スを空ける。 

相手に対して４５度

の角度で接する 

「私はあなたを攻撃しようとしているの

ではない」という態度を伝える。 

冷静に対応する 

低い声で静かに話す 

慌てていたり、怯えていたりすると、よ

り攻撃的になる。毅然とした態度で接す

る。急激な動きは「攻撃される」と解釈

し、防衛しようとして暴力に発展する危

険がある。 

交渉 

お互いが満足するような話し合いにもっ

ていく。WIN/WIN(互いに成功)となる解決

策に導く 

自己開示 

「そのように振舞われると私はとても怖

いです」「○○さんのドアの閉め方がい

つもよりちょっと乱暴だったようで、私

には少し怖い感じがしました」というよ

うに自分の感情を開示する。 
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保証 話してくれたことを褒める。認める 

言い換え 
「○○さんが言いたいのは～ということ

ですね」 

タイムアウト、制限の

利用 

刺激の少ない静かな環境で一定時間(５

～１５分程度が良く使われる)座って過

ごし興奮を鎮める。「静かな所で休んで

みませんか？」「今は少し気が動転して

いるようですね。１０分程してその後も

う一度お話しましょう」 

約束事の確認 

約束事や今スタッフや他患者など周囲か

ら期待されていることは何かを確認す

る。「今あなたに期待されていることは、

暴力を起こさずに生活を続けられるこ

と」 

交渉、方向性の指示 

 

 

「今の状態だと○○さん自身も他の皆も

危険になってしまいます。私達は全員の

安全を保証しなければなりません。もし

暴力が起きれば、私達は○○さんが暴力

を振るわずに済むように、抑えさせてい

ただくこともあります。私達も周りの皆

もいつもの○○さんに戻って病棟で過ご

されることを期待していますよ」 

他のスタッフの応援

を求める 

一人では対応しきれないと判断したら、

すぐに他のスタッフの支援を求める 

自分自身のコミュニ

ケーションパターン

を知る 

自分自身の感情を分析し、「相手にこう

いう態度をとられたらこう反応しやす

い」ということを理解する。 
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リラクセーシション 

呼吸法 

①吐く、②ゆっくり吸って１秒

止める、③ゆっくり吐いて溜め

息をつく、④手をリラックスさ

せ肩を落とす、⑤顎の力を緩め

わずかに口を開く 

危険物の除去 
武器をなりうるリスクとなる

物を取り除く 

どうしてこうなったか、 

分かっているんだろう 

わかりません 

（非があれば認める） 

院長出せ できません 

○○しろ！！ できません 

何とかしろ！！ できません 

どうしてできないんだ！！ 
当院の方針です 

当院の決定事項です 

責任をとれ 

誠意をみせろ 

どういう意味かわかりません 

具体的にどういうことですか 

返事をもらうまで帰らないぞ 

会議がありますので○時で終

了とさせていただきます 

お帰りください 

不退去罪になります 

荷物を投げつけたら・・ 器物損壊罪・暴行罪 

「お帰りください」と言っても

退去しない場合 
不退去罪 

「金を出せ」「どうなっても知

らんぞ」と言ったら・・ 
脅迫罪 

 



21 

 

２.暴力発生時現場の管理者の対応 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

被害者を救護する 監督官庁・警察への報告 

事実を確認 施設管理者へ報告 

被害の状況確認 被害・加害者の家族 

の家族へ連絡 

加害者への対応 

他部署へ応援要請

と情報開示 
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３.被害者自身へは・・・
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４．職員・同僚は・・・ 

 

連絡調整 

 

 

被害者への対応 

 

 

加害者への対応 

（加害者と引き離す） 
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５.病院管理者は・・・ 

 

職員に知らせる（緊急コールの徹底） 

 

対応責任者を決める 

 

警察へ通報 

 

職員を集める 
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６.加害者へは・・・ 

 

低い声でゆっくり話す 

複数で対応 

記録する 

一定の距離を保つ 
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７．翌日以降、被害者へは・・・

 



27 

 

 

１． 院内暴力の影響 

 

 

 

 

 

ASD ：Acute Stress Disorder 

PTSD : Post Traumatic Stress Disorder 

PTSR : Post Traumatic Stress Reaction  

 

 

急性ストレス障害 

（ASD） 

 

外傷後ストレス反応 

（PTSR） 

 

外傷後ストレス障害 

（PTSD） 

 



28 

 

２．暴力行為の条文 

傷害 
15 年以下の懲役 

または 50万円以下の罰金 

暴行 

2 年間以下の懲役もしくは 30 万円以

下の罰金 

または拘留もしくは科料 

脅迫 
２年以下の懲役 

または３０万円以下の罰金 

強要 ３年以下の懲役 

名誉毀損 
３年以下の懲役もしくは禁錮 

または５０万円以下の罰金 

ストーカ

ー行為 

６月以下の懲役 

または５０万円以下の罰金 
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３．夜間休日の暴力発生時の対応  

 

 

被害者（看護課） 

被害者（看護課） 

 

 

 

 

 

＊その他詳細は暴力対応マニュアルを参照のこと 

被害者（看護課） 

 

被害者（看護課以外） 

 

師長当直（状況把握） 

 

      ● 当 直 医 

● 当直医師は関係者（被害者 師長当直者 事務当

直者）を招集し、対応を協議する。 

● 必要に応じ、当直医師が病院幹部・医療安全管理

室（室長・係長）に連絡する。 

● 傷害事件とする意思決定がなされた場合、当直医

師等が警察に連絡する。 
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